
豊中市消防局装備検討委員会設置要領  

 

１  目 的  

こ の 要 領 は 、 豊 中 市 消 防 計 画 に 基 づ き 消 防 機 械 器 具 の 整 備 等

に 関 し 、 調 査 及 び 研 究 を 行 う こ と を 目 的 と す る 。  

 

２  所 掌 事 務  

装 備 検 討 委 員 会（ 以 下「 検 討 委 員 会 」と い う 。）は 、次 に 掲 げ

る 事 務 を 所 掌 す る 。  

⑴  消 防 機 械 の 更 新 時 に お け る 仕 様 に 関 す る こ と 。  

⑵  消 防 資 機 材 の 装 備 に 関 す る こ と 。  

⑶  そ の 他 、 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 事 項  

 

３  組 織  

⑴  検 討 委 員 会 は 、 委 員 長 、 副 委 員 長 及 び 委 員 で 構 成 す る 。  

⑵  委 員 長 、 副 委 員 長 及 び 委 員 は 、 別 表 に 掲 げ る 職 に あ る 者 を

充 て る 。  

 

４  検 討 委 員 会  

⑴  検 討 委 員 会 は 、 委 員 長 が 招 集 す る 。  

⑵  委 員 長 が 不 在 の と き は 、 副 委 員 長 の 中 か ら あ ら か じ め 委 員

長 が 代 理 を 指 名 し 、 そ の 職 務 を 代 行 さ せ る 。  

⑶  委 員 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 検 討 委 員 会 の 委 員

以 外 の 職 員 に 出 席 を 求 め 、 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

⑷  委 員 会 の 担 当 部 門 は 、 原 則 と し て は し ご 車 及 び 化 学 車 は 第

１ 警 備 課 、ポ ン プ 車 及 び タ ン ク 車 は 第 ２ 警 備 課 、救 助 工 作 車 、

救 急 車 及 び そ の 他 車 両 は 第 ３ 警 備 課 が 各 々 担 当 と す る 。  

 

５  意 見 の 提 出  

⑴  委 員 長 は 、 所 掌 事 務 に 関 す る 事 項 に つ い て 職 員 か ら 広 く 意

見 を 求 め る 。  



 

⑵  職 員 の 意 見 は 、 委 員 長 か ら 意 見 聴 取 に つ い て 通 知 が あ っ た

と き 又 は こ れ に か か わ ら ず 、 随 時 提 出 す る こ と が で き る 。  

⑶  意 見 の 提 出 は 、 局 に あ っ て は 警 防 課 長 補 佐 が 、 署 に あ っ て

は 委 員 会 の 警 備 課 長 が 取 り ま と め て 、 委 員 長 に 提 出 す る 。  

⑷  職 員 の 意 見 は 文 書 (別 紙 )に よ る も の と し 、 意 見 の 提 出 に あ

た っ て は 、委 員 会 を 円 滑 に 進 め る た め 、関 係 資 料 を 添 付 す る 。  

⑸  職 員 か ら 提 出 さ れ た 意 見 は 、 委 員 会 で 審 議 し た 後 、 所 属 長

会 議 に 諮 り 、 そ の 結 果 を 通 知 す る 。  

 

６  庶 務  

検 討 委 員 会 の 庶 務 は 、 警 防 課 が 行 う 。  

 

７  委 任  

こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 委 員 長 が 定 め る 。 

 

 

附  則（ 平 成 18 年 10 月 20 日 豊 消 警 第 56 号 警 防 課 長 通 知 ） 

こ の 要 領 は 、 通 知 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 (平 成 23 年 5 月 10 日 豊 消 警 第 38 号 警 防 課 長 通 知 ）  

こ の 要 領 は 、 通 知 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 

附  則 (平 成 27 年 4 月 1 日 豊 消 警 第 45 号 警 防 課 長 通 知 ）  

こ の 要 領 は 、 通 知 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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別 表  

装 備 検 討 委 員 会 委 員  

 

構 成  職 名  

委 員 長  警 防 課 長  

副 委 員 長  北 ・ 南 消 防 署 副 署 長 、 北 ・ 南 警 備 課 長  

委 員  各 課 長 補 佐 、 救 助 係 長 、 警 備 隊 員 若 干 名  

 

警 備 隊 員 に つ い て は 、 警 防 課 長 が 消 防 署 長 と 協 議 し て 指 名 す

る 。  
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